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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第93期

第１四半期
連結累計期間

第94期
第１四半期
連結累計期間

第93期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

営業収益 (百万円) 85,005 72,433 314,045

経常利益 (百万円) 6,198 5,194 20,319

四半期(当期)純利益 (百万円) 3,901 3,331 9,257

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 3,684 9,517 9,823

純資産額 (百万円) 197,762 216,881 207,454

総資産額 (百万円) 991,557 1,017,688 1,018,406

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 7.08 6.04 16.80

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 19.9 21.3 20.3
 

(注) １ 営業収益には、消費税等を含んでおりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社および当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありま

せん。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年６月30日）のわが国経済は、消費税率の引き上げ

に伴う駆け込み需要の反動が見られるものの、企業収益が改善するなど、景気は、緩やかな回復基調で推移しまし

た。

このような事業環境のなか、当社グループは、重要な戦略拠点である品川、羽田空港を中心に各事業を推進する

とともに、経営の効率化を図り、経営基盤の強化に努めました。また、ライフラインを担う企業集団として、引き

続きすべての事業において安全の徹底を図り、安心、良質なサービスの提供に努めました。

以上の結果、前期に流通事業等で連結子会社の決算期変更を行った反動もあり、当第１四半期連結累計期間の営

業収益は724億３千３百万円（前年同期比14.8％減)、営業利益は65億２千３百万円（前年同期比6.5％減)、経常利

益は51億９千４百万円（前年同期比16.2％減)、四半期純利益は33億３千１百万円（前年同期比14.6％減）となりま

した。

次に、セグメント別の業績についてご報告いたします。

 

イ 交通事業

鉄道事業では、羽田空港国際線の発着枠拡大に伴う航空旅客の増加や航空会社と共同でキャンペーンを実施し

たことなどにより、羽田空港輸送が増加しました。また、川崎大師平間寺の大開帳奉修にあわせた企画を実施す

るなど、当社線の利用促進に努めたほか、都心方面への通勤旅客の増加などにより、輸送人員は前年同期比で

0.8％増加しました。

さらに、引き続き安全対策を最重要課題とし、高架橋耐震補強工事等を進めたほか、大師線で地下化工事を、

京急蒲田駅付近の連続立体交差事業で駅舎の改良工事等を進めました。

乗合・貸切自動車事業では、京浜急行バス㈱および川崎鶴見臨港バス㈱は、企業の進出が続く川崎臨海部の需

要に対応し、横浜駅（ＹＣＡＴ）～東扇島線を増便するなど、利便性の向上に努めました。

以上の結果、交通事業の営業収益は292億９千６百万円（前年同期比1.2％増)、営業利益は45億３百万円（前年

同期比0.3％増）となりました。

なお、京浜急行バス㈱は、７月に、羽田空港のアクセス向上を図るため、羽田空港～川口駅・川口元郷駅線の

運行を開始しました。

 

(業種別営業成績)

業種別

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

営業収益(百万円) 前年同期比（％）

鉄道事業 19,807 1.1

乗合・貸切自動車事業 8,270 1.8

タクシー事業 1,218 △1.5

営業収益計 29,296 1.2
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(提出会社の鉄道事業運輸成績)

 
 

区分

 
 

単位

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

    前年同期比（％）

営業日数 日 91 ―

営業キロ キロ 87.0 ―

客車走行キロ 千キロ 28,778 △0.1

輸送人員

定期 千人 63,716 0.7

定期外 〃 49,125 1.0

計 〃 112,841 0.8

旅客運輸収入

定期 百万円 7,550 0.3

定期外 〃 11,468 1.6

計 〃 19,018 1.1

運輸雑収 〃 916 1.5

収入合計 〃 19,935 1.1

乗車効率 ％ 42.2 ―
 

(注) 乗車効率の算出方法

旅客人員×平均乗車キロ
×100

客車走行キロ×平均定員
 

 

ロ 不動産事業

不動産販売業では、当社は、他社と共同で、引き続き港町駅前の分譲マンション「リヴァリエＢ棟」のほか、

「オーベルグランディオ横浜鶴見」、「ザ・タワー横須賀中央」の販売を行いました。また、当社および京急不

動産㈱は、引き続き「京急ニューシティ湘南佐島なぎさの丘」分譲地などの販売を行いました。

不動産賃貸業では、駅周辺の利便性向上を図るため、神奈川新町駅前に商業施設を開業したほか、品川駅前の

京急第１ビルをはじめとしたオフィスビルが順調に稼働しました。

以上の結果、前年同期に分譲マンションの売り上げを計上した反動などにより、不動産事業の営業収益は71億

３千３百万円（前年同期比2.0％増)、営業利益は５億５千万円（前年同期比36.1％減）となりました。

　

(業種別営業成績)

業種別

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

営業収益(百万円) 前年同期比（％）

不動産販売業 2,963 2.0

不動産賃貸業 4,170 2.0

営業収益計 7,133 2.0
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ハ レジャー・サービス事業

ホテル業では、ホテル グランパシフィック ＬＥ ＤＡＩＢＡおよび京急ＥＸインは、国内のビジネス・レ

ジャー需要や増加する訪日旅客を取り込み、好調に稼働しました。

レジャー施設業では、京急開発㈱は、「天然温泉 平和島」で、好調な羽田空港の深夜早朝時間帯の航空便にあ

わせた送迎バスを増発したほか、海外の航空会社と共同でキャンペーンを実施するなど、新規顧客の獲得に努め

ました。また、「ボートレース平和島」の外向発売所等が順調に推移しました。

以上の結果、レジャー・サービス事業の営業収益は101億９千９百万円（前年同期比1.4％減)、営業利益は10億

３千９百万円（前年同期比9.2％増）となりました。

　

(業種別営業成績)

業種別

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

営業収益(百万円) 前年同期比（％）

ホテル・旅館・飲食業 5,775 1.4

レジャー施設・ゴルフ場業 2,156 3.2

広告代理業 1,203 △15.4

その他 1,063 △6.4

営業収益計 10,199 △1.4
 

 

ニ 流通事業

百貨店業では、㈱京急百貨店は、食品売場をリニューアルし、産地にこだわった商品構成にするなど、新規顧

客の獲得に努めました。

ストア業では、㈱京急ストアは、神奈川県と共同で、地産地消を推奨する商品を販売するなど、当社線沿線の

魅力を伝える商品開発に取り組んだほか、公共料金等の支払代行サービスを導入するなど、利便性の向上を図り

ました。

物品販売業では、㈱京急ステーションコマースは、セブン－イレブンへ転換した駅売店が順調に推移しまし

た。

しかしながら、前期に連結子会社の決算期変更を行った反動や品川駅高架橋の耐震補強工事に伴うウィング高

輪 ＥＡＳＴの全館休業により、流通事業の営業収益は246億２千９百万円（前年同期比36.8％減)、営業利益は３

億８千６百万円（前年同期比33.3％減）となりました。

なお、㈱京急ストアは、７月に、安針塚駅前に「京急ストア 安針塚店」を開業しました。

　

(業種別営業成績)

業種別

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

営業収益(百万円) 前年同期比（％）

百貨店業 8,216 △31.0

ストア業 12,351 △43.0

物品販売業 3,281 △17.9

その他 780 △45.1

営業収益計 24,629 △36.8
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ホ その他

京急建設㈱は、引き続き鉄道の安全対策工事等を行ったほか、物流センタ建設工事等を進めました。また、㈱

京急ファインテックは、鉄道車両修繕工事の受注を増加させるなど、収益の向上を図りました。

以上の結果、その他の事業の営業収益は88億４千２百万円（前年同期比13.4％増)、営業利益は２千万円（前年

同期比78.0％減）となりました。

　

(業種別営業成績)

業種別

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

営業収益(百万円) 前年同期比（％）

建設業・輸送用機器修理業等 4,624 36.9

ビル管理業 2,338 1.4

その他 1,879 △11.0

営業収益計 8,842 13.4
 

 

(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、投資有価証券の増加はありましたが、現金及び預金の減少などによ

り、前連結会計年度末と比べ７億１千８百万円減少しました。

 負債は、長期前受工事負担金の増加はありましたが、支払手形及び買掛金および有利子負債の減少などにより、

前連結会計年度末と比べ101億４千５百万円減少しました。

 また、純資産は、剰余金の配当による減少はありましたが、四半期純利益の計上やその他有価証券評価差額金の

増加などにより前連結会計年度末と比べ94億２千６百万円増加しました。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

イ 中長期的な経営戦略

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

ロ 株式会社の支配に関する基本方針

 (イ) 基本方針の内容

 近年、わが国の資本市場においては、対象となる会社の取締役会との十分な協議や合意などを経ることな

く、突如として一方的に大量の株式買付を行うという現象が起きております。当社は、このような株式の大量

買付行為であっても、安全性を最優先するとともに、沿線地域の発展のため、グループが連携して事業を行

い、相乗効果を図るという当社のグループ経営を十分に理解し、企業価値・株主の皆様の共同の利益の向上ま

たは確保に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当然のことですが、株式

会社の経営権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきもの

と考えております。

 しかしながら、株式の大量買付行為のなかには、①企業価値・株主共同の利益に侵害をもたらすもの、②株

主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社の株主や取締役会が、買付の条件等について

検討するための、十分な時間や情報を提供しないもの、④対象会社の取締役会が、代替案を提案するための、

十分な時間や情報を提供しないもの、⑤対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件を引き出すため

に、買付者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくあり

ません。

 したがって、当社株式の大量買付を行う者は、株主の皆様の判断のために、必要かつ十分な情報を当社取締

役会に事前に提供し、かつ、一定の検討期間が経過した後にのみ当該大量買付行為を開始すべきである、と当

社は考えております。
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 (ロ) 取り組みの具体的な内容

ａ 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み

 当社グループは、「都市生活を支える事業を通して、新しい価値を創造し、社会の発展に貢献する」こと

を経営理念として、鉄道、バスなどの交通事業を中心に、不動産、ホテル、レジャー、流通などの事業を展

開し、安全・安心なサービス・商品の提供を行っております。これらの事業を通して、「地域密着・生活直

結」型企業集団として当社線沿線を中心にグループ経営を発展・強化し、企業価値の最大化を目指してまい

ります。

 当社グループは、安全の確保をすべての事業の根幹として位置づけており、基幹事業である交通事業はも

ちろん、グループすべてのサービスと商品を安心してご利用いただくための取り組みを、継続的に実施して

まいります。

 また、当社グループの最重要戦略拠点である品川、羽田空港が持つ高いポテンシャルを活用することを事

業展開の基本とし、特に品川駅周辺の街づくりについては、沿線全域の活性化の牽引力となるよう積極的に

取り組んでまいります。他の戦略拠点である川崎、横浜、三浦半島の各地区においても、街づくり、レ

ジャー事業の改善等に取り組み、沿線の定住人口、交流人口の増大を図り、沿線価値のさらなる向上に努め

てまいります。

 さらに、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、コンプライアンスの重視、地域社

会への貢献、環境対策など、社会的課題につきましても積極的に取り組んでまいります。

ｂ 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取り組み

 当社は、平成23年６月29日開催の定時株主総会において、株主の皆様にご承認をいただきました「当社株

式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策)」（以下「本プラン」といいます。）を継続することにつ

いて、平成24年６月28日開催の定時株主総会にて、ご承認いただいております。

 本プランは、①当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付、②

当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等

所有割合の合計が20％以上となる公開買付け、またはこれらに類似する行為（以下「買付等」といいま

す。）を対象とします。

 本プランは、当社株式等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が

判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、買付等を行う者また

は提案する者（以下「買付者等」といいます。）との間で株主の皆様のために交渉を行うことなどを可能と

するものであります。また、上記基本方針に反し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を毀損する買

付等を阻止し、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益を向上または確保させることを目的としておりま

す。

 当社の株式等について買付等が行われる場合、当該買付者等には、本プランに定める手続きを順守する旨

の誓約文言等を記載した書面の提出および買付内容等の評価・検討等のために必要かつ十分な情報の提供を

求めます。その後、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会は、買付者等から提供された

情報や、当社取締役会が必要に応じて提出する意見や根拠資料、当該買付等に対する代替案について検討し

ます。独立委員会は、必要に応じて外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付等の内容の検討、買付者等

との協議・交渉、代替案の検討、株主の皆様に対する情報開示等を行います。

 独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を順守しなかった場合、または当該買付等の内容の検

討、買付者等との協議・交渉の結果、当該買付等が当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすおそれのある買付等であるなど、本プランに定める要件のいずれかに該当し、新株予約権

の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社取締役会に対して、新株予約権の無償

割当てを実施することを勧告します。本新株予約権は、金１円を下限とし、当社株式１株の時価の50％相当

額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が本新株予約権無償割当決議において別途定める価額を払い

込むことにより、原則として、当社普通株式１株を取得することができるものですが、買付者等による権利

行使が認められないという行使条件が付されています。また、当社が買付者等以外の者から当社株式と引き

換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項が付されております。当社取締役会は、独立委員会

の勧告を最大限尊重して新株予約権の無償割当ての実施または不実施等の決議を行います。当社取締役会

は、上記決議を行った場合、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、すみやか

に情報開示を行います。
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 本プランの有効期間は、平成27年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時までですが、当該有効期間の

満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、または、当社取

締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることにな

ります。

 本プラン導入後であっても、新株予約権の無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的

な影響が生じることはありません。他方、新株予約権の無償割当てが実施された場合、株主の皆様が新株予

約権行使の手続を行わないと、その保有する当社株式の価値が希釈化することになります（ただし、当社が

当社株式を対価として新株予約権の取得を行った場合、買付者等以外の株主の皆様は、その保有する当社株

式の価値の希釈化は生じません。)。

 

 (ハ) 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

 上記（ロ）に記載した様々な取り組みは、当社のグループ経営を具現化し、企業価値・沿線価値の向上に資

する具体的施策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うものです。

 また、本プランは、①経済産業省および法務省が発表した買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足して

いること、②株主の皆様の共同の利益の向上または確保を目的としていること、③株主意思を重視するもので

あること、④独立性の高い社外者によって構成される独立委員会の判断を重視し、同委員会の判断概要につい

ては必要に応じて株主の皆様に情報開示をすること、⑤あらかじめ定められた合理的かつ客観的な要件が充足

されなければ発動されないように設定されていること、⑥独立委員会は、当社の費用で第三者専門家の助言を

得ることができること、⑦当社株主総会または取締役会により、いつでも廃止することができることなどによ

り、その公正性・客観性が担保されており、高度の合理性を有しているため、株主の皆様の共同の利益を損な

うものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,800,000,000

計 1,800,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 551,521,094 551,521,094
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 551,521,094 551,521,094 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年４月１日～
平成26年６月30日

― 551,521 ― 43,738 ― 17,861
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年３月31日現在の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 319,000
 

―
権利内容に何ら限定のない
当社における標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 549,828,000
 

549,828 同上

単元未満株式 普通株式 1,374,094
 

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 551,521,094 ― ―

総株主の議決権 ― 549,828 ―
 

(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式586株および証券保管振替機構名義の株式230株が含まれておりま

す。

 

② 【自己株式等】

平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

 株式数の割合(％)

(自己保有株式)
 

    

京浜急行電鉄株式会社 東京都港区高輪２丁目20番20号 319,000 ― 319,000 0.05

計 ― 319,000 ― 319,000 0.05
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（自平成26年４月１日  至平

成26年６月30日）及び第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日  至平成26年６月30日）に係る四半期連結財務

諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 43,349 33,600

  受取手形及び売掛金 15,558 14,112

  商品及び製品 2,496 2,600

  分譲土地建物 92,040 94,563

  仕掛品 1,558 1,988

  原材料及び貯蔵品 589 658

  繰延税金資産 3,235 2,569

  その他 3,973 5,257

  貸倒引当金 △23 △20

  流動資産合計 162,777 155,330

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 302,532 299,562

   機械装置及び運搬具（純額） 37,534 37,342

   土地 156,724 156,762

   建設仮勘定 250,851 252,900

   その他（純額） 6,498 6,528

   有形固定資産合計 754,140 753,095

  無形固定資産   

   のれん 3,427 3,368

   その他 6,238 6,109

   無形固定資産合計 9,666 9,478

  投資その他の資産   

   投資有価証券 45,583 55,214

   長期貸付金 1,960 1,902

   繰延税金資産 6,345 2,815

   退職給付に係る資産 14,771 16,770

   その他 23,300 23,219

   貸倒引当金 △138 △137

   投資その他の資産合計 91,822 99,783

  固定資産合計 855,629 862,357

 資産合計 1,018,406 1,017,688
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 40,503 30,141

  短期借入金 139,969 138,945

  1年内償還予定の社債 20,032 20,025

  未払法人税等 3,583 1,212

  繰延税金負債 279 －

  前受金 4,670 6,996

  賞与引当金 1,455 1,525

  役員賞与引当金 161 45

  その他 28,324 29,109

  流動負債合計 238,979 228,001

 固定負債   

  社債 120,006 120,006

  長期借入金 229,897 222,374

  繰延税金負債 6,169 6,985

  役員退職慰労引当金 851 298

  退職給付に係る負債 8,135 7,676

  長期前受工事負担金 179,096 187,504

  その他 27,815 27,958

  固定負債合計 571,972 572,805

 負債合計 810,952 800,807

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 43,738 43,738

  資本剰余金 44,158 44,158

  利益剰余金 109,778 113,041

  自己株式 △265 △266

  株主資本合計 197,410 200,672

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,378 10,551

  退職給付に係る調整累計額 5,218 5,223

  その他の包括利益累計額合計 9,597 15,775

 少数株主持分 447 433

 純資産合計 207,454 216,881

負債純資産合計 1,018,406 1,017,688
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

営業収益 85,005 72,433

営業費   

 運輸業等営業費及び売上原価 67,170 57,872

 販売費及び一般管理費 10,855 8,038

 営業費合計 78,026 65,910

営業利益 6,978 6,523

営業外収益   

 受取利息 29 24

 受取配当金 228 228

 持分法による投資利益 492 142

 その他 438 173

 営業外収益合計 1,189 569

営業外費用   

 支払利息 1,765 1,704

 その他 205 194

 営業外費用合計 1,970 1,898

経常利益 6,198 5,194

特別利益   

 工事負担金等受入額 109 38

 特別利益合計 109 38

特別損失   

 固定資産圧縮損 109 38

 特別損失合計 109 38

税金等調整前四半期純利益 6,198 5,194

法人税、住民税及び事業税 1,369 1,156

法人税等調整額 919 698

法人税等合計 2,289 1,855

少数株主損益調整前四半期純利益 3,908 3,338

少数株主利益 7 7

四半期純利益 3,901 3,331
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,908 3,338

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △224 6,173

 退職給付に係る調整額 － 5

 その他の包括利益合計 △224 6,178

四半期包括利益 3,684 9,517

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 3,676 9,509

 少数株主に係る四半期包括利益 7 7
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

当第１四半期連結会計期間から適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属

方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似

した年数を基礎に決定する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平

均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期

連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

 この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が1,655百万円増加し、退職給付に係る負債が

553百万円減少し、利益剰余金が1,585百万円増加しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のと

おりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
 至 平成26年６月30日)

減価償却費 7,697百万円 7,410百万円

のれんの償却額 59百万円 58百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,653 3.0 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 1,653 3.0 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日）

１ 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 交通事業 不動産事業

レジャー

・サービス

事業

流通事業
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

 営 業 収 益         

  外部顧客への営業収益 28,405 5,236 9,325 38,566 3,470 85,005 ― 85,005

  セグメント間の内部営

  業収益又は振替高
551 1,756 1,020 428 4,326 8,084 △8,084 ―

計 28,957 6,993 10,345 38,995 7,797 93,089 △8,084 85,005

  セグメント利益 4,489 860 951 579 92 6,973 5 6,978
 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設・土木・電気設備の工事、

輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２ 報告セグメントの変更等に関する事項

従来、連結子会社のうち決算日が12月31日であった㈱京急エルベフーズ、㈱京急マリーンフーズ、決算日が１月

31日であった㈱京急ストア、決算日が２月28日であった㈱京急百貨店、㈱京急ステーションコマース、㈱京急友の

会については、同日現在の財務諸表を使用し連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整

を行っておりましたが、当該子会社が決算日を３月31日に変更したことに伴い、当第１四半期連結累計期間は、㈱

京急エルベフーズ、㈱京急マリーンフーズは平成25年１月１日から平成25年６月30日までの６か月間、㈱京急スト

アは平成25年２月１日から平成25年６月30日までの５か月間、㈱京急百貨店、㈱京急ステーションコマース、㈱京

急友の会は平成25年３月１日から平成25年６月30日までの４か月間を連結しております。この結果、当社及び全て

の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 この変更により、当第１四半期連結累計期間の「流通事業」の営業収益が11,844百万円、セグメント利益が174百

万円、「レジャー・サービス事業」の営業収益が156百万円、セグメント利益が３百万円それぞれ増加しておりま

す。

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

 報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

 交通事業 不動産事業

レジャー

・サービス

事業

流通事業
その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３

 営 業 収 益         

  外部顧客への営業収益 28,740 5,496 9,329 24,291 4,575 72,433 ― 72,433

  セグメント間の内部営

  業収益又は振替高
555 1,637 869 337 4,267 7,667 △7,667 ―

計 29,296 7,133 10,199 24,629 8,842 80,101 △7,667 72,433

  セグメント利益 4,503 550 1,039 386 20 6,499 23 6,523
 

（注）１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設・土木・電気設備の工事、

輸送用機器の修理・改造、ビル管理業務等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益 7.08円 6.04円

    (算定上の基礎)   

    四半期純利益(百万円) 3,901 3,331

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(百万円) 3,901 3,331

   普通株式の期中平均株式数(株) 551,192,736 551,167,902
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月８日

京浜急行電鉄株式会社

取締役会  御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   太   田   荘   一   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   佐   野   康   一   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   橋   爪   輝   義   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている京浜急行電鉄株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から

平成26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、京浜急行電鉄株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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